
令和７年度消費生活相談員対応強化研修業務委託に係る 

企画提案競技（プロポーザル）実施要領 

 

１ 趣 旨 

 令和７年度消費生活相談員対応強化研修業務委託契約に係る企画提案競技（プロポーザル）

を実施するため、必要な事項を定める。 

 

２ 提案競技に付する事項 

（１）委託業務の名称 

   令和７年度消費生活相談員対応強化研修業務委託 

（２）委託業務の内容 

    消費生活相談員を対象とした研修会の実施に係る業務 

   （詳細は別添仕様書のとおり） 

（３）委託契約期間 

   契約日から令和８年３月１３日（金）まで 

（４）委託契約額の上限 

   １，９２０，０００円（税込） 

 

３ 契約の相手方の選定方法 

  公募により提案された事業案を選考基準に基づき審査し、その結果、最も優れた提案を 

 行った者を選定する。 

 

４ 公募に関する事項 

（１）応募資格 

   次の要件をすべて満たしていること。 

   ・消費者問題に関する研修・講習の実績を有していること。 

   ・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

    ものであること。 
   ・埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第 
    ５１３号）に基づく入札参加停止期間中でない者であること。 
    ・埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付け入審第９７－１ 
    号）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 
   ・企業区分が中小企業であること。また、所在地区分は管轄内・準管轄内・管轄外の 
    いずれかに該当すること。 
（２）公募期間 

   令和７年６月２日（月）～令和７年６月２０日（金） 

（３）公募実施に関する周知の方法 

   県ホームページ「物品・委託等」への掲載により周知する。 

 

４ 質問の受付及び回答 

（１）質問受付期間 

令和７年６月９日（月）～令和７年６月１３日（金）１２時まで 

（２）提出方法 

   質問内容を様式６「質問書」に記載し、「７ 応募・問合せ先」宛てに電子メールにて提出

すること。 

（２）質問の回答 

   質問者の法人名等を伏せた上で、令和７年６月１６日（月）までに掲載する。 

なお、電話による質問には、軽易なものを除き応じない。 

 

 



 

５ 企画提案に係る提出書類 

（１）研修計画（仕様書別紙の研修計画を参考に作成）【様式１－１】 

   ※ 仕様書別紙の研修計画に示された研修テーマ、回数、開催期間等は参考であり、 

企画提案競技の内容の要件を示したものではない。 

（２）研修計画に関する説明書【様式１－２】 
（３）研修の運営に関する提案書【様式２】 

（４）消費者問題に関する研修・講習の実績【様式３】 

（５）費用計算書【様式４】 

（６）業務委託企画提案競技に係る法人等の概要書面【様式５】 

（７）その他参考となる資料（任意） 

 

６ 企画提案書の提出 

（１）企画提案書提出期限 

   令和７年６月２０日（金） 

（２）提出方法及び提出先 

   企画提案書一式を令和７年６月２日（月）から令和７年６月２０日（金）までに、「７ 応

募・問合せ先」宛てに電子メールにて提出すること。 

また、電子メール送信後、提出した旨を電話で連絡すること。 

 

５ 審査に関する事項 

（１）審査・選考方法 

   別紙「選考基準」に基づき、検討委員会で審査・選考を行う。 

なお、検討委員会は必要に応じ企画提案者による説明を求めることができる。 

（２）審査期間 

   令和７年６月下旬まで 

   （審査委員会は令和７年６月２７日（金）に実施予定。ただし、審査委員の都合等により

変更の可能性もある） 

（３）審査結果通知 

   令和７年６月３０日（月） 

 

６ その他 

（１）企画提案書の提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

（２）企画提案競技に係る提出書類は返却しない。 

（３）採用された提案は、埼玉県と提案者の協議により内容を一部修正することができる。 

（４）企画提案書を提出した者が１者の場合は検討委員会が提案内容を総合的に審査し、本事業 
の契約先として適当であると認めた場合に、契約先候補者として選定する。 

（５）委託契約にあたっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするのではなく、採

用された提案者の提案内容に沿って、契約内容について協議・調整を行った上で契約を締結

する。その際、提案内容を一部変更する場合がある。 
（５）この要領に定める事項以外については、本提案競技の検討委員会で決定する。 

 

７ 応募・問合せ先 

  埼玉県県民生活部消費生活課 総務・企画調整担当 

  電 話：０４８－８３０－２９３５ 

  e-mail：a2930@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a2930@pref.saitama.lg.jp

